
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
条

例

〇
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
教
育
庁
高
校
教
育
課
）　

　

二

〇
地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例 

（
税　

務　

課
）　

　

二

〇
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
市　
町　
村　
課
）　

　

二

〇
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
及
び
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を

　

改
正
す
る
条
例 

（
廃
棄
物
対
策
課
等
）　

　

三

〇
介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
長
寿
社
会
政
策
課
）　

　

三

〇
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

三

〇
障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
新
産
業
振
興
課
）　

　

四

〇
損
失
補
償
契
約
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例 

（
商
工
経
営
支
援
課
）　

　

四

〇
職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
産
業
人
材
対
策
課
）　

　

五

〇
緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
雇
用
対
策
課
）　

　

五

〇
農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
農
業
振
興
課
）　

　

五

〇
森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
林
業
振
興
課
）　

　

六

〇
道
路
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
道　

路　

課
）　

　

六

 
条

例

　

職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
十
八
号

　
　
　

職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
定
数
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
四
、
二
二
二
人
」
を
「
四
、
四
九
二
人
」
に
、「
三
、
六
八
三
人
」
を
「
三
、
九
五
三

人
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
一
二
四
人
」
を
「
一
二
九
人
」
に
、「
二
六
三
人
」
を
「
二
七
六
人
」
に
、「
一
、
〇

六
三
人
」
を
「
一
、
一
四
四
人
」
に
、「
一
、
一
〇
〇
人
」
を
「
一
、
一
八
四
人
」
に
、「
一
、
一
三
三
人
」
を
「
一
、

二
二
〇
人
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
十
九
号

　
　
　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
三
条
第
六
号
中
「
同
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
に
次
の
見
出
し
及
び
二
項
を
加
え
る
。

　

（
特
定
警
察
官
等
に
対
す
る
地
域
手
当
の
支
給
の
特
例
）

　
　

警
察
庁
の
警
察
官
若
し
く
は
皇
宮
護
衛
官
又
は
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
都
道
府
県
警
察
の
警
察
官
で
あ
つ
た

34
者
が
、
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び

次
項
に
お
い
て
「
特
定
警
察
官
等
」
と
い
う
。）
と
な
り
、
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
四
級
地
の
項
又
は
五
級
地

の
項
に
掲
げ
る
地
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
在
勤
地
域
」
と
い
う
。）
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
十
一
条
の
四
又
は
第
十
一
条
の
五
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
こ
の
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合
以
上
の
支
給
割
合
に
よ
る
地
域
手

当
を
支
給
さ
れ
る
期
間
を
除
き
、
第
十
一
条
の
二
、
第
十
一
条
の
四
及
び
第
十
一
条
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

任
用
の
事
情
、
当
該
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
在
勤
日
」
と
い
う
。）
の
前
日
に
お

け
る
勤
務
地
等
を
考
慮
し
、
当
該
特
定
警
察
官
等
に
は
、
同
表
の
各
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
期
間
、
当
該
各
号
の
下
欄
に
掲
げ
る
月
額
の
地
域
手
当
を
支
給
す
る
。
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前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
警
察
官
等
に
対
す
る
地
域
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委

35
員
会
規
則
で
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
号

　
　
　

県
立
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
三
項
の
前
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」

に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年

三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い

う
。）」
に
改
め
、「
平
成
二
十
三
年
度
分
」
の
下
に
「
及
び
平
成
二
十
四
年
度
分
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
前
の
見
出
し
の
改
正
規
定
及

び
同
項
の
改
正
規
定
（「
平
成
二
十
三
年
度
分
」
の
下
に
「
及
び
平
成
二
十
四
年
度
分
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。）
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
一
号

　
　
　

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
拠
点
地
区
に
お
け
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
第
六
条
第
三
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
」
に
、「
第
六
条
第
六
項
」
を
「
第
六
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
二
号

　
　
　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

号外第111号　平成23年12月28日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

一　

当
該
在
勤
日
前
二
年
間
の
う
ち
に
、
当
該
特
定
警
察

官
等
が
在
勤
し
て
い
た
地
域
又
は
官
署
若
し
く
は
公
署

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
域
等
」
と
い
う
。）
に

係
る
地
域
手
当
（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
に
よ
る
地
域

手
当
又
は
当
該
在
勤
日
の
前
日
に
お
い
て
当
該
特
定
警

察
官
等
に
対
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
給
与
に
つ
い
て
定

め
る
条
例
に
よ
る
地
域
手
当
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
地
域
手
当
を
い
う
。）
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
国
家
公
務
員
等
地
域
手
当
」
と
い
う
。）

の
支
給
割
合
が
在
勤
日
前
日
の
支
給
割
合
（
当
該
特
定

警
察
官
等
が
当
該
在
勤
日
の
前
日
に
在
勤
し
て
い
た
地

域
等
に
係
る
同
日
の
国
家
公
務
員
等
地
域
手
当
の
支
給

割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
と
異

な
る
割
合
で
あ
つ
た
期
間
が
な
い
場
合
（
第
三
号
の
上

欄
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。）
で
あ
つ
て
、
当
該
在
勤

日
の
当
該
在
勤
地
域
に
係
る
地
域
手
当
の
支
給
割
合

（
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
表
に
定
め
る
割
合
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
在
勤
後
の
支
給
割
合
」

と
い
う
。）が
当
該
在
勤
日
前
日
の
支
給
割
合
に
達
し
な

い
こ
と
と
な
る
場
合

二　

当
該
在
勤
日
前
二
年
間
の
う
ち
に
、
当
該
特
定
警
察

官
等
が
在
勤
し
て
い
た
地
域
等
に
係
る
国
家
公
務
員
等

地
域
手
当
の
支
給
割
合
が
在
勤
日
前
日
の
支
給
割
合
と

異
な
る
割
合
で
あ
つ
た
期
間
が
あ
る
場
合
又
は
当
該
特

定
警
察
官
等
が
在
勤
し
て
い
た
地
域
等
に
係
る
国
家
公

務
員
等
地
域
手
当
が
支
給
さ
れ
る
地
域
等
に
在
勤
し
て

い
た
期
間
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
期
間
（
当
該
期
間
が

二
以
上
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間
を
合
算
し
た
期

間
）
が
二
年
に
満
た
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
人
事
委
員

会
の
定
め
る
場
合
（
次
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
を
除

く
。）

三　

当
該
特
定
警
察
官
等
が
当
該
在
勤
日
の
前
日
に
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
六
第
一

項
に
規
定
す
る
特
別
移
転
官
署
に
在
勤
し
て
い
た
場
合

そ
の
他
前
二
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ

と
に
よ
り
地
域
手
当
を
支
給
さ
れ
る
特
定
警
察
官
等
と

の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
人

事
委
員
会
の
定
め
る
場
合

当
該
在
勤
日
か
ら
二

年
を
経
過
す
る
ま
で

の
間
（
こ
の
号
の
下

欄
の
イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
期
間
の
区
分
に

応
じ
当
該
イ
又
は
ロ

に
定
め
る
割
合
が
在

勤
後
の
支
給
割
合

（
在
勤
後
の
支
給
割

合
が
当
該
在
勤
日
後

に
改
定
さ
れ
た
場
合

に
あ
つ
て
は
、
当
該

改
定
後
の
在
勤
後
の

支
給
割
合
。
次
号
及

び
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。）以
下
と
な
る

と
き
は
、
そ
の
以
下

と
な
る
日
の
前
日
ま

で
の
間
）

当
該
在
勤
日
か
ら
二

年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
人
事
委
員
会
の

定
め
る
期
間
（
こ
の

号
の
下
欄
に
規
定
す

る
人
事
委
員
会
の
定

め
る
割
合
が
在
勤
後

の
支
給
割
合
以
下
と

な
る
と
き
は
、
そ
の

以
下
と
な
る
日
の
前

日
ま
で
の
間
）

当
該
在
勤
日
か
ら
二

年
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
人
事
委
員
会
の

定
め
る
期
間
（
こ
の

号
の
下
欄
に
規
定
す

る
人
事
委
員
会
の
定

め
る
割
合
が
在
勤
後

の
支
給
割
合
以
下
と

な
る
と
き
は
、
そ
の

以
下
と
な
る
日
の
前

日
ま
で
の
間
）

給
料
、
管
理
職
手
当
及
び

扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計

額
に
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲

げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ

当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
月
額

イ　

当
該
在
勤
日
か
ら
当

該
在
勤
日
以
後
一
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
期

間　

在
勤
日
前
日
の
支

給
割
合

ロ　

当
該
在
勤
日
か
ら
当

該
在
勤
日
以
後
二
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
期

間
（
イ
に
掲
げ
る
期
間

を
除
く
。）　

在
勤
日

前
日
の
支
給
割
合
に
百

分
の
八
十
を
乗
じ
て
得

た
割
合

給
料
、
管
理
職
手
当
及
び

扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計

額
に
当
該
在
勤
日
前
二
年

間
に
お
い
て
当
該
特
定
警

察
官
等
が
在
勤
し
て
い
た

地
域
等
に
係
る
国
家
公
務

員
等
地
域
手
当
の
支
給
割

合
の
う
ち
最
も
高
い
支
給

割
合
を
超
え
な
い
範
囲
内

で
人
事
委
員
会
の
定
め
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
月
額

給
料
、
管
理
職
手
当
及
び

扶
養
手
当
の
月
額
の
合
計

額
に
当
該
在
勤
日
前
二
年

間
に
お
い
て
当
該
特
定
警

察
官
等
に
対
し
て
支
給
さ

れ
て
い
た
国
家
公
務
員
等

地
域
手
当
の
支
給
割
合
の

う
ち
最
も
高
い
支
給
割
合

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人

事
委
員
会
の
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
月
額



　

事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
八
の
三
の
項
イ
中
「
及
び
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
」
を
削
り
、「
並
び
に
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
」

を
「
、
第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
並
び
に
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
八
の
七
の
項
中
「
第
九
十
六
条

の
四
」
を
「
第
九
十
六
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
表
三
十
四
の
六
の
項
中
「
蔵
王
町
」
の
下
に
「　

七
　ケ
 

宿
町
」

を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
八
の
三
の
項
及
び
八
の
七
の

項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
改
正
後
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
第
二
条
の
表
三
十
四
の
六
の
項
の
上
欄
に
掲

げ
る
事
務
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
（
以
下
「
法
令
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
行
っ
た
処
分
そ
の
他
の

行
為
で
現
に
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
法
令
の

規
定
に
よ
り
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
で
施
行
日
以
後
に
お
い
て
は
七
　ケ
 

宿
町
長
が
管
理
し
、

及
び
執
行
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
係
る
も
の
に
対
す
る
施
行
日
以
後
に
お
け
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
七
　ケ
 

宿
町
長
の
行
っ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
七
　ケ
 

宿
町
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み

な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
及
び
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
三
号

　
　
　

浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
及
び
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

浄
化
槽
の
保
守
点
検
業
者
の
登
録
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
前
各
号
」
の
下
に
「
又
は
次
号
」
を
加
え
る
。

　

（
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
住
所
」
の
下
に
「（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
商

号
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
役
員
の
氏
名
）」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
第
五
号
中
「
前
各
号
」
の
下
に
「
又
は
次
号
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
四
号

　
　
　

介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

介
護
基
盤
緊
急
整
備
等
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
八
条
第
二
十
項
」
を
「
第
八
条
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、「
促
進
す
る
」
の
下
に
「
と
と
も
に
、
東

日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所

の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
者
の
健
康
の
確
保
を
図
る
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
（「
第
八
条
第
二
十
項
」
を
「
第
八
条

第
二
十
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
五
号

　
　
　

障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条　

障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
第
二
十
六
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
四
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条　

障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（3）　 平成23年12月28日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第111号　　 



　

（
設
置
）

第
一
条　

障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
審
議
会
そ

の
他
の
合
議
制
の
機
関
と
し
て
、
宮
城
県
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

　

第
二
条
第
二
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

障
害
者

　

二　

障
害
者
の
自
立
及
び
社
会
参
加
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者

　

三　

学
識
経
験
の
あ
る
者

　

四　

関
係
行
政
機
関
の
職
員

　

第
四
条
第
二
項
中
「
学
識
経
験
の
あ
る
者
、
障
害
者
及
び
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
」
を

「
障
害
者
、
障
害
者
の
自
立
及
び
社
会
参
加
に
関
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
並
び
に
学
識
経
験
の
あ
る
者
」
に
改
め

る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
、
第
二
条
及
び
次
項
の
規
定
は
障
害
者
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２　

附
属
機
関
の
構
成
員
等
の
給
与
並
び
に
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
六

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
委
員
及
び
専
門
委
員
の
項
中
「
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
」
を
「
宮
城
県
障
害

者
施
策
推
進
協
議
会
」
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
六
号

　
　
　

障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

障
害
者
自
立
支
援
対
策
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
確
保
」
の
下
に
「
並
び
に
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平

洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）に
よ
り
被
害
を
受
け
た
障
害
者
等
へ
の
支

援
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
七
号

　
　
　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
第
一
号
の
表
表
面
観
察
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

損
失
補
償
契
約
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
八
号

　
　
　

損
失
補
償
契
約
に
係
る
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
条
例

　

（
目
的
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
信
用
保
証
協
会
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
九
十
六
号
）
に
よ
る
宮
城
県
信
用
保
証
協
会

（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。）
が
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
求
償
権
を
行
使
し
て
回
収
金
を
取
得
し
た
場
合
に
県
に

納
入
す
べ
き
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
に
関
す
る
事
項
を
定
め
、
も
っ
て
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受

け
た
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一　

中
小
企
業
者
等　

信
用
保
証
協
会
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者
等
を
い
う
。

二　

損
失
補
償
契
約　

県
と
協
会
と
の
間
の
契
約
で
あ
っ
て
、
協
会
が
信
用
保
証
協
会
法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号

に
掲
げ
る
債
務
の
保
証
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
保
証
に
係
る
債
務
（
以
下
「
保
証
債
務
」
と
い
う
。）
を
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放
射
能
・
放
射
線
測
定

一
測
定
又
は
一
件
に
つ
き 

一
八
、
八
〇
〇
円



履
行
し
た
際
に
生
じ
た
損
失
に
対
し
て
県
が
補
償
を
行
う
こ
と
を
定
め
た
も
の
を
い
う
。

三　

求
償
権　

協
会
が
保
証
債
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
り
取
得
す
る
中
小
企
業
者
等
に
対
す
る
債
権
を
い
う
。

四　

回
収
納
付
金　

協
会
が
、
損
失
補
償
契
約
の
対
象
と
な
る
保
証
債
務
に
係
る
求
償
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
回
収
金
を
取
得
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
回
収
金
の
う
ち
当
該
損
失
補
償
契
約
の
定
め
に
よ
り
県
に
納
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
い
う
。

五　

東
日
本
大
震
災　

平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子

力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。

　

（
回
収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
放
棄
）

第
三
条　

知
事
は
、
協
会
が
損
失
補
償
契
約
の
対
象
と
な
る
保
証
債
務
に
係
る
求
償
権
の
放
棄
又
は
譲
渡
（
当
該
求
償

権
の
金
額
に
満
た
な
い
額
に
よ
る
譲
渡
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
を
し
よ
う
と
す
る
場

合
に
お
い
て
、
そ
れ
に
よ
り
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
求
償
権
に
係
る
回

収
納
付
金
を
受
け
取
る
権
利
の
全
部
又
は
一
部
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
債
務
を
弁
済
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
個
人
で
あ
る

債
務
者
の
生
活
又
は
事
業
の
再
建
を
支
援
す
る
た
め
の
指
針
と
し
て
知
事
が
認
め
る
も
の
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た

再
建
に
関
す
る
計
画
に
よ
る
求
償
権
の
放
棄

二　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
中
小
企
業
者
等
の
事
業
の
再
生
を
支
援
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
中

小
企
業
基
盤
整
備
機
構
が
出
資
を
行
っ
た
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九

十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
の
う
ち
知
事
が
認
め
る
も
の
に
対
す
る
求
償
権
の

譲
渡

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
（
第
二
号
に
限
る
。）
の
規
定
は
、
規
則
で
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
二
十
九
号

　
　
　

職
業
能
力
開
発
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

職
業
能
力
開
発
校
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

附
則
第
五
項
の
前
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」

に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年

三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い

う
。）」
に
改
め
、「
平
成
二
十
三
年
度
分
」
の
下
に
「
及
び
平
成
二
十
四
年
度
分
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
項
の

前
の
見
出
し
の
改
正
規
定
及
び
同
項
の
改
正
規
定
（「
平
成
二
十
三
年
度
分
」
の
下
に
「
及
び
平
成
二
十
四
年
度
分
」

を
加
え
る
部
分
を
除
く
。）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
三
十
号

　
　
　

緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

緊
急
雇
用
創
出
事
業
臨
時
特
例
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
条
中
「
就
業
」
の
下
に
「
並
び
に
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平

洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。）
か
ら
の
復
興
に
向
け
た
安
定
的
な
雇
用
」

を
加
え
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
三
十
一
号

　
　
　

農
業
大
学
校
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

農
業
大
学
校
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
四
項
の
前
の
見
出
し
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
」

に
改
め
、
同
項
中
「
平
成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
災
害
」
を
「
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年

三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
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う
。）」
に
改
め
、「
平
成
二
十
三
年
度
分
」
の
下
に
「
及
び
平
成
二
十
四
年
度
分
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
四
項
の
前
の
見
出
し
の
改
正
規
定
及

び
同
項
の
改
正
規
定
（「
平
成
二
十
三
年
度
分
」
の
下
に
「
及
び
平
成
二
十
四
年
度
分
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。）
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
三
十
二
号

　
　
　

森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

森
林
整
備
加
速
化
・
林
業
再
生
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

道
路
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
条
例
第
百
三
十
三
号

　
　
　

道
路
占
用
料
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

道
路
占
用
料
等
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
一
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
の
八
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

別
表
道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及
び
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
の
次
に
次
の
よ

う
に
加
え
る
。

 

　

別
表
道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
並
び
に
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設
及
び
自
動
車
駐
車
場
の
項

か
ら
道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
十
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
表
備
考
第
七
号
中
「
第
七
条
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
を
「
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
同
号
に
規
定

す
る
特
定
連
結
路
附
属
地
に
設
け
る
も
の
及
び
同
条
第
十
一
号
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）
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道
路
法
施
行

令
第
七
条
第

六
号
に
掲
げ

る
施
設

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路

面
下
に
設
け
る
も
の

上
空
に
設
け
る
も
の

占
用
面
積
一
平

方
メ
ー
ト
ル
に

つ
き
一
年

Ａ
に
〇
・
〇
一

六
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二

を
乗
じ
て
得
た

額

道
路
法
施
行

令
第
七
条
第

七
号
に
掲
げ

る
施
設

そ
の
他
の
も
の

建
築
物

そ
の
他
の
も
の

同

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た

額Ａ
に
〇
・
〇
一

六
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一

一
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二

を
乗
じ
て
得
た

額Ａ
に
〇
・
〇
一

四
を
乗
じ
て
得

た
額

道
路
法
施
行

令
第
七
条
第

八
号
に
掲
げ

る
施
設
及
び

自
動
車
駐
車

場道
路
法
施
行

令
第
七
条
第

九
号
に
掲
げ

る
応
急
仮
設

建
築
物

道
路
法
施
行
令
第
七
条
第
十
号
に
掲
げ
る
器
具

道
路
法
施
行

令
第
七
条
第

十
一
号
に
掲

げ
る
施
設

建
築
物

そ
の
他
の
も
の

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路

面
下
に
設
け
る
も
の

上
空
に
設
け
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
自
動
車
専
用
道
路

（
高
架
の
も
の
に
限
る
。）の
路
面
下
に

設
け
る
も
の

上
空
に
設
け
る
も
の

そ
の
他
の
も
の

同同同同

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一

一
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
一

六
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た

額Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た

額Ａ
に
〇
・
〇
一

六
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二
を
乗
じ
て
得
た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二
八
を
乗
じ
て
得
た

額

Ａ
に
〇
・
〇
一

四
を
乗
じ
て
得

た
額

Ａ
に
〇
・
〇
二

を
乗
じ
て
得
た

額Ａ
に
〇
・
〇
二

を
乗
じ
て
得
た

額



２　

改
正
後
の
道
路
占
用
料
等
条
例
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
に
徴
収
す
べ
き
占
用
料
に
つ
い
て

適
用
し
、
同
日
の
前
日
ま
で
に
徴
収
す
べ
き
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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